
◎地域再生法 
（平成一七年四月一日法律第二四号）   

一、提案理由（平成一七年三月一六日・衆議院内閣委員会） 

〇村上国務大臣 おはようございます。 

 このたび、政府から提出いたしました地域再生法案について、その提案理由及び要旨

を御説明申し上げます。 

 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対

応して、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生、

すなわち地域再生を推進することが重要な課題となっております。 

 地域再生を推進する上では、地方公共団体が、地域における地理的及び自然的特性、

文化的所産並びに多様な人材の創造力を生かして、自主的かつ自立的な取り組みを行い、

国はこのような地域の取り組みを総合的かつ効果的に支援する必要があります。 

 この法律案は、このような状況にかんがみ、地域再生基本方針の策定等政府全体とし

て行う地域再生への取り組みを明確にするとともに、複数の省庁にまたがる同種の事業

について、窓口を一本化して実施するための交付金の交付等の特別の措置を地域再生計

画の認定に基づき講ずることにより、地域再生を一層強力に推進しようとするものであ

ります。 

 次に、その要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本

方針を閣議決定により定めるものとしております。 

 第二に、地方公共団体による地域再生計画の認定申請、内閣総理大臣による計画の認

定等の所要の手続を定めております。 

 第三に、認定を受けた地域再生計画に基づき、地域再生に資する事業に対する投資を

促進するための課税の特例、地域における生活環境の整備及び経済基盤の強化のための

事業に充てられる交付金の交付等の特別の措置を講ずることとしております。 

 第四に、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、内閣総

理大臣を本部長とする地域再生本部を設置することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

 以上であります。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成一七年三月一八日） 

〇松下忠洋君 ただいま議題となりました地域再生法案につきまして、内閣委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年における社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的か

つ自立的な取り組みによる地域再生を推進しようとするものであります。 

 その主な内容は、地域再生基本方針の策定等政府全体として行う地域再生への取り組



みを明確にするものであります。特に地域再生に資する事業に対する投資を促進するた

めの課税の特例や生活環境整備等の事業に充てられる交付金の交付等の特例措置を講ず

るものとしております。また、複数の省庁にまたがる同種の事業、すなわち汚水処理、

道路と農道、港の整備について、窓口を一本化して実施するための交付金の交付等の特

別の措置を地域再生計画の認定に基づき講じようとするものであります。 

 本案は、去る三月十五日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に

付託されました。 

 委員会におきましては、翌十六日村上国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質

疑に入り、本日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案

は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成一七年三月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 地域再生基盤強化交付金制度等の特別の措置を含む地域再生に係る支援措置につい

ては、それぞれの支援措置の運用状況、地方公共団体からの提案・要望等を踏まえつ

つ、適宜、措置の拡充、改善等を行うこと。 

二 課税の特例については、民間投資の一層の促進を図る観点から、さらなる措置の拡

充等を検討すること。 

三 地域再生基盤強化交付金制度等の特別の措置を含む地域再生計画の認定に当たって、

内閣総理大臣は、総合的リーダーシップの下、申請地方公共団体の意思を最大限尊重

し、その認定を行うこと。 

四 地域再生基盤強化交付金制度の運用に当たっては、本法の趣旨に基づき、迅速かつ

効果的な運用に努めるとともに、当該交付金の配分の透明性を確保すること。 

五 地域再生は、地域における創意工夫を生かした自主的かつ自立的な取組を推進する

ことを基本とするものであることにかんがみ、内閣総理大臣又は関係行政機関の長が

認定地方公共団体に対して行う報告の徴収及び措置の要求は、当該地方公共団体の裁

量を十分配慮して行うこと。 

六 地域再生計画の作成に当たっては、特定非営利活動法人等をはじめとするＮＰＯや

地域住民、関係団体、民間事業者等からの意見等を十分反映されるよう配慮すること。 

三、参議院内閣委員長報告（平成一七年三月三一日） 

〇高嶋良充君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、

地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進する

ため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再



生計画の作成及び内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事

業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定めようとするものでありま

す。 

 委員会におきましては、地域再生基盤強化交付金創設の意義と運用上の課題、地方分

権推進の促進を基本に据えた地域再生の必要性、地域再生事業を行う会社への支援措置

の拡充、地域再生施策の実施における地域の主体性の尊重等について質疑が行われまし

たが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 本日、質疑を終わり、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会の森理事より反対

の旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し七項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成一七年三月三一日） 

 政府は、地域の再生が、国と地方の関係の在り方を再構築する地方分権改革の精神を

踏まえて推進されるべきものであることにかんがみ、本法の施行に当たっては、次の事

項の実現を期すべきである。 

一、内閣総理大臣は、地域再生を推進する中心的役割と責任が住民に最も身近な地方公

共団体にあることにかんがみ、地域再生計画の策定に当たって、地域の住民、民間事

業者、特定非営利活動法人、関係団体等の意向が適切に反映されるように配慮すると

ともに、地域再生計画の認定に当たっては、認定の申請を行った地方公共団体の意思

及び主体性を最大限に尊重すること。 

二、地域再生基盤強化交付金制度等の特別の措置を含む地域再生に係る支援措置につい

て、地方公共団体その他の地域の関係者に周知を図るとともに、地域再生に係る構想

の提案・要望及び認定地方公共団体からの施策の改善提案を真摯に受け止め、また、

それぞれの支援措置の運用状況等を踏まえつつ、その拡充及び改善に向けて、適時、

積極的に見直しを行うこと。特に、法第五条第三項第二号に規定する事業の拡充及び

改善に向けた見直しは、地方分権の一層の推進を旨として行うこと。 

三、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対して報告の徴収又は

措置の要求を行うに当たっては、地域再生は地域における創意工夫を生かした自主

的・自立的な取組を基本とするものであることを踏まえ、当該地方公共団体の裁量に

十分配慮すること。 

四、法第五条第三項第一号に規定する事業の範囲及び特定地域再生事業会社の指定基準

を定めるに当たっては、地域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等地域

再生の目標の達成及び地域における雇用の創出に十分に配慮しつつ、また、併せて、

公的分野への民間参入の促進という観点も十分に踏まえつつ、対象事業分野をできる



だけ拡大するように配意すること。 

  また、特定地域再生事業会社が発行する株式の取得に係る課税の特例措置について、

課税の公平性に配慮しつつ、民間投資の一層の促進を図る観点から、適宜、その改善

と拡充に努めること。 

五、地域再生基盤強化交付金の配分基準の明確性及び配分の透明性を確保するとともに、

地域介護・福祉空間整備等交付金、むらづくり交付金、漁村再生交付金、地域住宅交

付金等の地域再生支援対策に係る交付金制度について、地域再生基盤強化交付金制度

との密接かつ効率的な連携を図ること。 

六、内閣総理大臣は、地域再生施策として関係各府省庁が実施する事業について、それ

らの統一性及び一体性並びに効率的かつ効果的な執行を確保するため、地域再生本部

における調整等を通じて、十分な指導性を発揮すること。 

七、地域再生本部が地域再生計画に対する支援措置について評価を行ったときは、当該

計画の円滑かつ安定的な実施及び改善のための適切な助言を行うとともに、他の地方

公共団体の成功事例の紹介等、必要な情報の提供を行うこと。 

  右決議する。 


